
橋本市教育委員会告示第 14 号 

 

　橋本市文化財保護条例（平成 18 年条例第 128 号）第 3 条の

規定により、次の文化財を橋本市指定文化財として指定した。 

 

　　令和 7 年 11 月 19 日 

 

　　　　　　　　　　　　　橋本市教育委員会 

□　　　　　　　　　　　　　委員長　 　田　　実 

 

 

 種　別 名　称 所在地 所有者

 有 形 民 俗 文

化財

大野中島大師講の御番

（雑事登）関係資料

橋 本 市 高 野 口

町大野中島
中島大師講


